
Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

理事長 １．

理事

監事

２．

・実施時期：　令和７年４月１日

監事（非常勤）

　常勤役員の給与については、本俸、特別調整手当、通勤手当及び期
末特別手当から構成されている。
　月額給与相当については、当基金役員給与規程に基づき、役員毎の
本俸月額（理事長：954,000円、理事：788,000円、監事：713,000円）に特
別調整手当（本俸の月額に100分の20を乗じて得た額）を加算した額と
している。
　 また、期末特別手当についても、同規程に基づき、本俸及び特別調
整手当の月額並びに本俸の月額に100分の25を乗じて得た額並びに本
俸及び特別調整手当の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に
100分の175を乗じて得た額を基礎として、基準日以前6箇月以内の期間
におけるその者の在職期間の区分に応じ、当該各区分に定める割合を
乗じて得た額とする。なお、期末特別手当の額は、その者の業績を勘案
し、これを増額し、又は減額することができる旨を規定している。

①　常勤役員の本俸月額及び非常勤役員手当
　　 平均改定率　2.77％引上げ

令和７年度においては、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」
（令和７年11月11日 閣議決定）等を踏まえ、国と同様に以下の内容の措
置を講じた。

②　ボーナス（期末特別手当）
　　支給月数を0.05月分引上げ、3.45月 → 3.5月に改定

　非常勤役員手当の月額については、当基金役員給与規程に基づい
た額（472,000円）としている。
　なお、令和７年度は、常勤役員の本俸月額の引上げ改定と同様の改
定を実施した。

独立行政法人農業者年金基金（法人番号1010405003686）の役職員の報酬・給与等について
（令和７年度）

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　 当法人は、農業者の老後の生活について必要な年金の給付等（受給権者23万人、年金額
574億円（令和７年度））を行うことにより、国民年金の給付と相まって農業者の老後の生活の安
定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的として、農業者年金業務
を実施している。
  役員報酬水準を検討するにあたって、国家公務員指定職の給与水準、他の金融業務を行う
中期目標管理型の独立行政法人を参考とした。
　・国家公務員指定職のモデル年間給与（令和７年８月人事院勧告時）　事務次官：25,239千
円、本府省局長：19,386千円
　・金融業務を行う中期目標管理型の法人の平均年間報酬額　理事長：21,731千円、理事：
16,989千円（令和６年度）

  ② 令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　 当法人においては、当基金役員給与規程第７条第３項にて、常勤役員の期末特別手当の
額は、その者の職務実績に応じ、これを増額し、又は減額することができる旨規定している。当
基金の業務の実績及び役員の業績を踏まえ、令和７年度における常勤役員の期末特別手当
の額については、増額又は減額を行うことなく役員給与規程で定める支給割合どおりの支給を
行った。

　③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容



２　役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

2,290 （特別調整手当）

19,467 11,448 5,643 86 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

946 （特別調整手当） 10月1日

8,104 4,728 2,364 67 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

946 （特別調整手当） 9月30日

8,050 4,728 2,297 79 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

946 （特別調整手当） 10月1日

6,486 4,728 709 103 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

946 （特別調整手当） 9月30日

8,047 4,728 2,297 76 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

1,711 （特別調整手当）

14,619 8,556 4,217 135 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

（特別調整手当）

5,664 5,664 0 0 （通勤手当）

注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

E監事
（非常勤）

C理事 ◇

E理事

◇

役名
就任・退任の状況

A理事長

B理事

◇

前職
その他（内容）

D理事

F監事

注１：「特別調整手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役
　　　員に支給されているものである。

注３：千円未満の端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

　理事長

　理事

　監事
　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

　 監事は、中期目標・中期計画に基づく業務運営の状況について、内
部統制の仕組みと運用の妥当性、目標の達成状況とその課題を検証
し、業務運営の改善に係る意見を提出し、非常勤監事との連携を図り、
計画的な監査実施や内部監査との連携を行い、法人の業務を的確に遂
行している。
   当法人の監事の平均年間報酬は、各府省が公表している独立行政
法人の役職員の報酬・給与等に係る資料を基に算出した、金融業務を
行う中期目標管理型の独立行政法人の監事の平均年間報酬額（令和６
年度における平均報酬額は14,553千円）よりも低いものとなっている。
 　 また、当法人の監事（非常勤）の報酬水準は、常勤の監事の年間報
酬額と比べると概ね５分の２となっており、監事（非常勤）の執務日数は、
常勤監事の執務日数（1週あたり5日）の概ね５分の２となっていることか
ら、常勤の監事との負担のバランスを考慮するとその報酬水準は妥当な
ものと考える。

　当該法人は、年金資産の運用等の金融的性格を有する業務を行って
いるものの、被保険者数の減少傾向等も踏まえると、その事業規模や業
務の性質は、他の金融業務を主たる業とする独立行政法人と必ずしも
同一とはいえず、また、令和６年度の総合評価が「B」であったことから、
「B」または「A」評価とされた金融業務を行う他の独立行政法人の平均報
酬額も参考としているが、加入資格のある農業者が急激に減少している
状況下において加入推進を積極的に実施するとともに、農業者の老後
の生活の安定や福祉の向上並びに農業者の確保に資するための年金
数理等に関する深い知見が必要とされる等重責な職務を担うことに鑑み
ると、役員報酬として妥当な範囲にあるものと考える。

　 理事長は、当法人の目的とする農業者の老後の生活の安定や福祉
の向上並びに農業者の確保に資するため、農業者の老齢について必
要な年金の業務等を統括しつつ、国内関係機関や行政機関との連携を
図るなど、強いリーダーシップを発揮し、当法人の業務を的確に遂行し
ている。
　 また、農林水産関係金融機関等での経験を生かし、当法人の組織運
営を管理するなど高いマネジメント能力を十分に有している人材である。
　 当法人の役員の報酬水準は、他の金融業務を行う中期目標管理型
の独立行政法人のほか、国家公務員指定職を参考として比較考慮した
上で決定されている。
　 当法人の理事長の年間報酬は、各府省が公表している独立行政法
人の役職員の報酬・給与等に係る資料を基に算出した、金融業務を行う
中期目標管理型の独立行政法人の長の平均年間報酬（令和６年度に
おける平均報酬額は21,731千円）よりも低いものとなっている。
　 これらを踏まえると、当法人の理事長の報酬水準は妥当なものと考え
る。

　 理事は、各部の重点課題、業務全体の円滑な推進を統括し、理事長
の補佐を行い、法人の業務を的確に遂行している。
　 当法人の理事の平均年間報酬は、各府省が公表している独立行政
法人の役職員の報酬・給与等に係る資料を基に算出した、金融業務を
行う中期目標管理型の独立行政法人の理事の平均年間報酬（令和６年
度における平均報酬額は16,989千円）よりも低いものとなっている。
　 これらを踏まえると、当法人の理事の報酬水準は妥当なものと考える。



４　役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注１：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　 独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注２：監事（非常勤）については、当基金役員退職手当支給規程が適用されないため欄を省略。

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　該当者なし

　該当者なし

法人での在職期間

理事長

理事

 　当基金役員給与規程第７条第３項において、常勤役員の期末特別手当の額は、そ
の者の職務実績に応じ、これを増額し、又は減額することができる旨を規定しており、
今後も継続する予定である。

監事

判断理由

理事長 　該当者なし

理事

監事



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

給与種目
俸　　　給

　③　 給与制度の内容

　④　 給与制度の令和７年度における主な改定内容

・実施時期：　令和７年４月１日

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

　　当基金職員給与規程に基づき、基本給（俸給、扶養手当、管理職手当、役職手当）及び諸
手当（特別都市手当、超過勤務手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、管理職員特別
勤務手当、期末手当、勤勉手当）としている。
　期末手当については、基準日現在において受けるべき俸給及び扶養手当の月額並びにこ
れらに対する特別都市手当の月額の合計額（部長級の職にある職員にあっては俸給の月額
に100分の23を乗じて得た額を加算した額、課長級の職にある職員にあっては俸給の月額に
100分の14を乗じて得た額を加算した額）に、１等級から４等級の職にある職員については、俸
給の月額及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額に等級に応じた割合を乗じて得た
額を加算した額を基礎とし、期末手当、勤勉手当支給細則に定める基準により計算した額とし
ている。
  勤勉手当については、基準日現在において受けるべき俸給の月額及びこれに対する特別
都市手当の月額の合計額（部長級の職にある職員にあっては俸給の月額に100分の23を乗じ
て得た額を加算した額、課長級の職にある職員にあっては俸給の月額に100分の14を乗じて
得た額を加算した額）に、１等級から４等級の職にある職員については、俸給の月額及びこれ
に対する特別都市手当の月額の合計額に等級に応じた割合を乗じて得た額を加算した額を
基礎とし、期末手当、勤勉手当支給細則に定める基準により計算した額としている。

　令和７年度においては、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（令和７年11月11日
閣議決定）等を踏まえ、国と同様に以下の内容の措置を講じた。

　当法人職員の給与水準を検討するにあたっては、国家公務員の給与水準を考慮し、諸手当
を含めた給与水準を検証した上で、対国家公務員地域・学歴別指数が国家公務員と同程度
になる水準としている。
　当法人の職員の給与水準は、対国家公務員地域・学歴別指数が97.8と、国家公務員と同程
度の水準となっている。また、各府省が公表している独立行政法人の役職員の報酬・給与等
に係る資料を基に算出した、金融業務を行う中期目標管理型の独立行政法人の平均年間給
与額（令和6年度における平均給与額は8,400千円）と同程度の水準となっている。
　これらを踏まえると、当法人の職員給与の支給水準は妥当であると考える。

　当基金人事評価規程に基づき評価された職員の勤務成績に応じて、昇給区分（５段階）や
勤勉手当の成績率の決定を行っている。

　　①　若年層に重点を置いた俸給月額
　　　　 平均改定率　3.2％引上げ

　　②　ボーナス（期末手当、勤勉手当）
　　　　支給月数を0.05月分引上げ、4.60月 → 4.65月に改定

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

制度の内容
　勤務成績に応じて、昇給区分（５段階）を決定のうえ昇給させる。

賞与：勤勉手当
（査定分）

基準日以前６箇月以内の期間における勤務成績に応じ、214.25／100
（部長職にあっては、266.25／100）を超えない範囲内において成績率を
決定し勤勉手当を支給する。



２　職員給与の支給状況

　①　常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再雇用職員を含む全ての常勤職員の総数

　②　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

51 42.8 8,222 5,937 184 2,285
人 歳 千円 千円 千円 千円

51 42.8 8,222 5,937 184 2,285

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。

注２：常勤職員のうち、研究職種、医療職種、教育職種については、該当者がいないため欄を省略。
注３：在外職員、任期付職員、再雇用職員、非常勤職員については、該当者がいないため表を省略。

事務・技術

うち所定内
令和７年度の年間給与額（平均）

総額
人員

常勤職員

うち賞与区分 平均年齢

全常勤職員（令和８年４月１日時点）：７４人

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：５１人



③

④

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

部  長 2

課  長 6 55.2 10,756

課長補佐 17 47.9 9,117

主　査 17 39.4 6,976

係　員 9 29.6 5,317

32歳～35歳及び52歳～55歳の該当者は４人以下のため、当該個人に係る情報が特定されるおそれのあることか
ら、「第１四分位」、「第３四分位」は表示していない。

分布状況を示すグループ

千円

注：部長については該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
　　年間給与額は平均年齢以下の項目は記載していない。

5,614  ～  5,114

10,100  ～  8,022

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

年間給与額

　代表的職位

年齢２０歳～２３歳は該当者なし。

注４：

人員
最高～最低

年齢24歳～27歳の該当者は１人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、年間給
与については表示していない。

～

7,799  ～  6,040

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）
〔在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

平均年齢

注１： ②の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

11,569  ～  10,366

注３：

注２：
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２０－２３

歳

２４－２７

歳

２８－３１

歳

３２－３５

歳

３６－３９

歳

４０－４３

歳

４４－４７

歳

４８－５１

歳

５２－５５

歳

５６－５９

歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給

与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

千

人



⑤

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

50.6 50.8 50.7
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

49.4 49.2 49.3

％ ％ ％

         最高～最低 56.9 ～ 44.4 58.7 ～ 43.3 57.8 ～ 43.9
％ ％ ％

53.9 55.0 54.4
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.1 45.0 45.6

％ ％ ％

         最高～最低 48.6 ～ 43.6 47.5 ～ 42.5 48.0 ～ 43.0

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

（法人の検証結果）

（主務大臣の検証結果）

項目

【支出予算の総額に占める国からの財政支出割合　47.7％】

・年齢・地域・学歴勘案　　　　　９７．８

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　１１０．５

内容

　給与水準の妥当性の
　検証

　（参考）国家公務員の俸給の特別調整額の支給から算出　17.8％　（令和７年国家公務
　　　　　員給与等実態調査より）

【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　 0.39％】

２．当法人は年金給付等の業務を行っており、年金財政や年金制度等に関する
　高い専門性が求められ高学歴（大卒）の職員の割合が高い。

【大卒以上の高学歴者の割合　82.4 ％（常勤職員数51名中42名)】

１．職員の全員が東京特別区の勤務であるため、民間賃金が高い地域に在職す
　る職員に支払われる手当（特別都市手当）の支給を受けていることから、指数
　が高くなっている。

　中期計画に基づき、給与水準の適正化を図るため、国家公務員の給与規程等の
状況を踏まえ、必要に応じ給与規程の見直しを行うなど、引き続き、適正な給与水準
となるように努める。

　（支出総額　176,118,382千円、給与・報酬等支給総額　688,088千円：令和７年度
決算）

　当法人は、農業者の確保という農政上の政策目的を達成するため、①農地制度と
密接に関連する年金給付や被保険者資格等に関する審査・決定、②年金資金の運
用、③年金数理に関する専門的事務等、高い専門性と判断能力が求められる多岐
にわたる業務を行っている。
　このため、各業務ごとにこれらの能力と実績を有する責任者を配置する必要がある
一方で、一般職員は必要最小限の者に留めていることから、管理職及び大卒以上の
高学歴者の割合が高くなっているが、当法人の給与水準については、国の職員と同
水準とすることが適切と考えている。
  対国家公務員年齢・地域・学歴別指数が国家公務員と同程度になるものとしてお
り、令和７年度における同指数は97.8と、給与水準の適正性を確保している。

　当該法人が採用している、勤務地による諸手当及び大卒以上の者の割合の影響
が少ない年齢・地域・学歴勘案の指数は97.8と国家公務員より低い水準であるもの
の、年金財政や年金制度等に関する高い専門性が求められ高学歴（大卒）の職員
の割合が高いため、年齢・学齢勘案の指数は109.5と高い水準であることを加味する
と妥当な水準であると考える。
　引き続き、国家公務員の給与動向等を踏まえつつ、給与水準の適正化に取り組む

      必要がある。

・年齢・地域勘案　　　　　　　　　９７．８

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　１０９．５

【管理職の割合　13.7％（常勤職員数51名中7名）】

　（国からの財政支出額　80,268,666千円、支出予算の総額　168,323,252千円：令
和７年度予算）

対国家公務員
指数の状況

　（参考）国家公務員行政職俸給表(一)の地域手当における支給区分１級地の人員構成比
　　　　　　　34.2％　（令和７年国家公務員給与等実態調査より）

【累積欠損額　なし（令和７年度決算）】

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　講ずる措置

　（参考）国家公務員行政職俸給表(一)の学歴別人員構成比(大卒)　65.1％　（令和７年国家
公務員給与等実態調査より）当法人の学歴別人員構成比(大卒)　82.4％　（常勤職員数51名
中42名）



４　モデル給与
○ ２２歳（大卒初任給）

○ ３５歳（主査）

○ ５０歳（課長）

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

令和５年度 令和６年度 令和７年度

千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

１．

２．

３．

福利厚生費

21,940

127,397

退職手当支給額

38,60042,390

19,946

最広義人件費

（改定内容）
退職手当の額を算出する際に乗じる割合を、100分の87から100分の83.7に引下げ

　「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基
づき、平成30年1月に役職員の退職手当について、支給水準の引下げを行った。

50,071
非常勤役職員等給与

給与、報酬等支給総額
688,088

　　　月額　554千円　　年間給与　9,733千円

※　扶養親族がいる場合は、扶養手当（配偶者3,000円、子１人につき11,500円）を支給

　　　月額　291千円　　年間給与　4,288千円

670,215

　　　月額　400千円　　年間給与　6,597千円

　昇給については、勤務成績に応じて、昇給区分（５段階）を決定のうえ昇給させるとともに、勤
勉手当（査定分）については、基準日以前６箇月以内の期間における勤務成績に応じ支給す
ることとしており、今後も継続する方針である。
　なお、当法人の給与規程は、人事院勧告を受けた国家公務員給与改定を基礎として改正し
ている。

647,832

　人件費の削減については、55歳を超える職員の昇給抑制の取組を引き続き実施し
た。

854,055832,404

注：本表の「給与、報酬等支給総額」と財務諸表の附属明細書「役員及び職員の給与の明細」に
　　　ついては、本表において、健康保険料負担金等社会保険料事業主負担金を「福利厚生費」に
　　　計上しているため一致しない。

　給与、報酬等支給総額が対前年度比 ＋2.7%となった主な要因は、俸給表の改定な
どの給与規程の見直しによるものである。非常勤役職員等給与が対前年度比 ＋
29.7%となった主な要因としては、非常勤職員の増員（対前年度＋２名）及び賃金の改
定によるものである。これらの要因により福利厚生費が対前年度比 ＋3.3%となった。
　退職手当支給額（対前年度比-97.0％）については、前年度に比べて職制の低い職
員が退職したことにより、減少したものである。
　このことから、最広義人件費については、対前年度比で ＋1.4％となった。

866,223

122,236 123,300

667

区　　分



Ⅳ　定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ　その他
　対国家公務員指数（法人基準年齢階層ラスパイレス指数）の調査対象者が少ない小規模法
人にあっては、人事交流等による職員分布の変化によって、指数が大きく変動する場合がある
ため、経年変化を分析する上で留意することが必要である。

　当基金就業規則第37条第２項により、職員が年齢満60歳に達したときは、60歳に達した日以後にお
ける最初の３月31日をもって退職（定年退職）することとしている。
　なお、定年退職後も引き続き雇用されることを希望する者については、非常勤継続雇用職員として再
雇用することとしている。


